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第１回ふれあい教室は、ものづくり同好会のみなさんを講

師にお迎えして「布ぞうりづくり」を体験しました。 

初めに、浴衣などを細く切って縫って繋げた色とりどりの

布の中から、好きな柄の布と鼻緒を選びます。講師手作りの

編み台に引っかけた PP ロープに布を編み込んでいきます。

編みはじめで苦戦する方もいましたが、なんとか両足とも 

１５cm ずつ編み上げることが出来ました。 

(次回は第１回目の続きから、完成まで編み上げる予定です。) 

 

第 2 回目は前回の続きから、つま先まで編み上げたのち

に、鼻緒を付ける作業をしました。講師の準備した見本を見

ながら作業を進め自分の足の形や大きさに合わせて鼻緒の

位置を調整しながら編み込んでいきました。 

どの作品も、色の組み合わせが豊かで唯一無二の自分だ

けの布ぞうりを編み上げることができました。参加者のみ

なさんも、隣同士教え合い助け合いながら、とても楽しそう

に作り上げることが出来ました。 

布ぞうりづくり１回目 

布ぞうりづくり２回目 

 

■じんけんふれあい教室  

●7 月 7 日(火) (10:00～12:00) 

手作り風鈴/講師 木村 瞳さん 

■じんけんふれあいワークショップ 

●８月１０日(月)(9:30～11:30) 

「好きな香りで作ろう オリジナルディフューザー」 

 

■市民人権講座 

●6 月 24 日(水) (９:３0～12:00) 

映画「破戒」の上映 

●7 月 2２日(水) (10:00～12:00) 

「インターネットと人権」 

/講師 大久保 和則さん 

  

★6・7 月の行事予定★ 

 

市内小学校 
3～6 年生対象 



 

大分県では１９７８(昭和５３)年から、同和対策審議会答申が出された８月を「部落差別

等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」と定め、講演会などの啓発活動を行っています。  

別府市では、市民の人権意識の高揚を図るため、運動月間中に下記の行事を行います。 

８月は差別をなくす運動月間です 

『インターネット上に反映される 

実社会の人権問題』 

公益財団法人反差別・人権研究所みえ  

常任理事 兼 事務局長 松村
ま つ む ら

 元樹
も と き

さん 

８月２５日(火) 

１３：３０～１５：３０ 

別府市公会堂 大ホール 

(別府市上田の湯町６－３７) 

講師 

とき 

演題 

問い合わせ先 /  

共生社会実現・部落差別解消推進課  

TEL / 0977-21-1291 

FAX / 0977-21-0288 

E-mail / hur-le@city.beppu.lg.jp 

 

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インター

ネットを悪用した行為が増えています。 

特定の個人や地域への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、個人のプライバシーに関する情

報の無断掲示など、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流され、広まっていま

す。また、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的発言（いわゆるヘイトスピーチ）

や、特定の地域に対する部落差別に関する書込みが問題となっています。 

さらに、自殺を誘うような情報等、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やト

ラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。特定の個人や

団体を誹謗中傷し、名誉を棄損する行為は犯罪であり、民事的責任だけでなく、刑事的

責任を負うこともあります。 

安易な書込みで他の人の人権を傷つけないために、インターネットの特性を踏まえた

上で、インターネット上で起り得る人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守

って利用するようにしましょう。 

 

◆インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう◆ 

 


